
参 考 資 料 ２
 

社 会 保 険 庁 の 組 織 ・ 業 務 等 に つ い て

 

１ ．  社 会 保 険 庁 の 概 況 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  １  

２ ．  国 民 年 金 の 適 用 ・ 徴 収 業 務 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ６  

３ ．  厚 生 年 金 の 適 用 ・ 徴 収 業 務 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  13 

４ ．  年 金 の 裁 定 及 び 支 払 業 務 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  21 

５ ．  年 金 相 談 体 制 の 概 要 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  22 

６ ．  サ ー ビ ス ス タ ン ダ ー ド に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  23 

７ ．  年 金 記 録 問 題 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  25 

 

平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 

社 会 保 険 庁 



１ 

社会保険庁が実施する事業の概要 
 

 
○ 年金保険事業 
  ・厚生年金保険制度 

事業所に使用される労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定を図る

ことを目的とする長期保険制度であって、政府が管掌しているもの。 
 
  ・国民年金制度 

日本国内に住所を有する２０歳以上６０歳未満の者を被保険者とし、老齢、障害又は死亡について給付を行い、国

民生活の維持及び向上を図ることを目的とする年金制度であって、政府が管掌しているもの。 
 
 
○ 船員保険事業 

船員法の適用がある船員を対象とし、陸上労働者に対する健康保険、雇用保険及び労働者災害補償保険に相当するも

のを包含した総合保険（職務外の年金部門は、昭和６１年に厚生年金保険に統合）であって、政府が管掌しているもの。 
（注）日本年金機構の設立後は、職務上疾病、年金部門及び失業部門のうち、労災保険及び雇用保険に相当する部分を

一般制度へ統合し、職務外疾病部門及び船員保険独自給付部門は、全国健康保険協会に移管される（適用・徴収業

務は日本年金機構において行う。）。 
 
 

※ 政府管掌健康保険事業 

   法人事業所等に使用される者を被保険者とし、その業務外の疾病、負傷、死亡及び出産に対して療養の給付を行う健康保険事業のうち、政

府が運営主体（保険者）となっているもの（政管健保以外の公的医療保険制度の保険者としては、健康保険組合、共済組合、市町村国民健康

保険などがある。）。主に中小企業の従業員とその家族が加入する。 
  （注）平成２０年１０月からは、全国健康保険協会に業務が移管された（適用・徴収業務は社会保険庁（日本年金機構設立後は同機構）にお

いて行う。）。



 
 
 

社会保険庁の事業の規模 

 

（平成１９年度）  

            加入者数   事業所数  保険料収納額  給付額 

厚生年金      ３，５００万人 １７２万か所    ２２兆円  ２２兆円 

国民年金      ３，１００万人   －        ２兆円  １６兆円 

政管健保・船員保険 ３，６００万人 １５９万か所     ７兆円   ４兆円 

（注１）「加入者数」及び「事業所数」については、平成１９年度末現在。 
（注２）国民年金の加入者数は、国民年金第１号被保険者及び第３号被保険者の

合計。 
（注３）国民年金（基礎年金）の給付額は、保険料のほか、国庫負担金及び他制

度からの拠出金により賄われている。 
（注４）政管健保・船員保険の加入者数は、被扶養者を含む。 
（注５）政管健保・船員保険の保険料収納額は、給付のほか、老人保健拠出金、

退職者給付拠出金等に充当されている。 

２ 



社会保険庁の組織及び人員の基本的事項 

 
 
○ 平成２０年度における社会保険庁の職員数は、２０，８６９人。（正規職員１３，１１３人） 

 ＊職員数は、全国健康保険協会及び国（医療指導・年金）への移管分を除く。 

 
 

                                                       
                                                     
     
                                                     
 
                                                             

                                                 

                                                       
                                                             

                                                        
                                                             

                                              

地方社会保険事務局
（４７カ所） 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

  

年金相談センター 

   （５１カ所） 

社会保険事務所（３１２カ所） 

 
 
 
 
 
 

正規職員  ７，９４７人 

   
 

   
 

   

･管轄区域(都道府県)内の 
事務に関する企画・立案 
･社会保険事務所の監督等 
･都道府県単位の集約事務
処理 

社会保険業務センター（東京・高井戸及び三鷹）

被保険者の記録管理、年金支払業務、システム運用、

年金相談

本庁（東京・霞ヶ関） 

社会保険事業運営に関する企画・立案、地方支分
部局が行う業務の指導等 

正規職員 ２１人

正規職員 ６８２人

地

方

支

分

部

局

正規職員  ４，３３０人
コールセンター（３カ所）

適用・徴収・裁定事務、年金手帳の作成・
交付、年金相談の実施等 

正規職員  １３３人

施

設

等

機

関 

社会保険大学校（千葉・白井市）

社会保険の事務に従事する者に対する研修 
 

３ 



社会保険庁組織図（平成２０年１０月１日現在）

長 官
（地方支分部局）総 務 部 総 務 課 企 画 室

人事調整官 地方社会保険事務局 社会保険審査官
社会保険監察室 局 長

[情報企画調整室]
職 員 課 調 査 官 〔総務調整官〕
経 理 課 監査指導室 総 務 部 総 務 課

東京 大阪 会 計 課（ 、 ）
[日本年金機構設立準備事務局] 企 画 課

〔 〕運 営 部 運営管理課 業務管理室
運 営 部 企 画 課 数理調査室 年金調整課 （大阪）

[施設整理推進室] 船員保険課（東京）
[船員保険室] 業 務 課（東京）
[国際事業室] 〔統括地方社会保険監察官〕
[業務･システム最適化推進室]

サービス推進課 [年金相談推進室]
年金保険課 国民年金事業室 〔総務調整官〕

適用・徴収対策室 東京、大阪 （北海道、宮城、埼玉、愛知、広島、香川、福岡）
を除く 次 長 総 務 課(施設等機関）

〔 〕社会保険大学校 運 営 課 業務管理室
〔 〕年金調整官

校 長 副校長 庶 務 課 〔統括地方社会保険監察官〕
教 務 課 （北海道、宮城、埼玉、愛知、広島、香川、福岡）

(施設等機関）
社会保険業務センター 社会保険事務所（312ヶ所）

所 長 副所長 総 務 部 庶 務 課
会 計 課
企画調整課
ｼｽﾃﾑ監査課

情報管理部 管 理 課
ｼｽﾃﾑ開発第一課
ｼｽﾃﾑ開発第二課
指 導 課
運 用 課

業 務 部 業務管理課
債権調査課
業務審査課
業務渉外課
業務第一課
業務第二課
業務第三課

記録管理部 年金番号課
記 録 課
記録提供課

中央年金相談室 相談管理課
相談指導課
相談業務課
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